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１ 監査の種別 

  地方自治法第１９９条第７項の規定による財政援助団体の監査 

 

２ 監査の対象 

 ⑴ 対象団体 公益社団法人宇陀市シルバー人材センター（以下「シルバー

人材センター」という。） 

⑵ 対象事務 シルバー人材センターにおける宇陀市からの財政援助に係る

出納その他の事務で、主として平成２８年度及び２９年度執行の事務 

⑶ 所 管 課 健康福祉部介護福祉課 

 

３ 監査の期間 

  平成３１年２月１８日から平成３１年３月２２日まで 

 

４ 監査の方法 

  監査は、シルバー人材センターに対し、平成２８年度及び２９年度の財務

に関する書類の提出を求め、出納その他の事務が適正に行われているか、ま

た事務事業が補助の目的に沿って適正かつ効果的に行われているかについて、

事業報告書、収支計算書等関係書類の調査とともに、関係職員に対する質問

等の方法により実施した。 

 

５ シルバー人材センターの概要 

 ⑴ 設立の趣旨 

   シルバー人材センターは、定年退職者等の高年齢退職者の希望に応じた

臨時的かつ短期的な就業又はその他の簡易な業務に係る就業の機会を確保

し、及びこれらの者に対して組織的に提供することなどにより、その就業

を援助して、これらの者の生きがいの充実、社会参加の推進を図ることに

より、高年齢対象者の能力を活かした活力ある地域社会づくりに寄与する

ことを目的に次の事業を行う。 

  ア 臨時的かつ短期的な就業（雇用によるものを除く。）又はその他の簡易

な業務に係る就業（雇用によるものを除く。）を希望する高年齢者のため

に、これらの就業の機会を確保し、及び組織的に提供すること。 

  イ 臨時的かつ短期的な雇用による就業又はその他の簡易な業務に係る就

業（雇用によるものに限る。）を希望する高年齢者のために、職業紹介事

業又は一般労働者派遣事業を行うこと。 

  ウ 高年齢者に対し、臨時的かつ短期的な就業及びその他の簡易な業務に

係る就業に必要な知識及び技能の付与を目的とした講習を行うこと。 

  エ 高齢者のための臨時的かつ短期的な就業及びその他の簡易な業務に係



 

 

る就業を通じて、高年齢者の生きがいの充実及び社会参加の促進を図る

ために必要な事業を行うこと。 

  オ 前４号に掲げるもののほか、高年齢者の多様な就業機会の確保及び地

域社会、企業等における高年齢者の能力の活用を図るために必要な事業

を行うこと。 

  カ その他目的を達成するために必要な事業を行うこと。 

 

 ⑵ 組織 

   シルバー人材センターの事務所の所在地は、第１表のとおりである。 

   また、組織機構（平成３０年３月３１日現在）は、第２表のとおりであ

る。 

【第１表】

主たる事務所奈良県宇陀市榛原下井足８２５番地
所在地 備考
シルバー人材センターの事務所の所在地

 

  ※平成２４年１０月に各支所を統合した。 

【第２表】

（　１人） （　２人）
（　１人）
（１５人）

（　４人）
（　１人）
（　２人）

（嘱託）事務局長
正 職 員
嘱 託
臨 時 職 員

シルバー人材センター組織図

理 事 長
副 理 事 長
理 事 長

理事会
監 事

 

   シルバー人材センターの組織は、役員組織として理事会、監事及び事業

の実施機関である事務局で構成されている。役員数は理事１７名（理事長

及び副理事長を含む。）及び監事２名の合計１９名である。事務局職員は８

人（正職員４人、嘱託職員２人、臨時職員２人）である。 

 

 ⑶ 事業（受託事業）の状況 

   受託事業の仕組みは、シルバー人材センターが地域の家庭や企業、公共

団体から請負又は委任契約により仕事を受注し、会員として登録された高

齢者の中から適任者にその仕事を提供し、仕事の提供を受けた会員は、契

約内容に従ってその仕事を実施し、仕事に内容と就業実績に応じてシルバ



 

 

ー人材センターから配分金を受け取るものである。 

   この他、臨時的かつ短期的な業務又はその他簡易な業務の範囲において、

労働者派遣事業も行っている。 

   事業の状況は、第３表のとおりである。 

【第３表】

（単位：人、件、円）
平成２９年度 平成２８年度

587 608
公共 284 300
民間 2,033 2,439
計 2,317 2,739

公共 79,459,737 66,664,274
民間 254,637,920 259,614,247
計 334,097,657 326,278,521

公共 12,031 11,162
民間 46,759 49,503
計 58,790 60,665

事業量の推移

項目
会員数（年度末現在の会員数）

受注状況

就業延人員

契約金額

契約件数

 

 

 ⑷ 宇陀市との関係 

   シルバー人材センターが行う高齢者の就業の機会の増大と福祉の進展を

図るための事業に要する経費について、宇陀市シルバー人材センター運営

補助金として平成２８年度及び平成２９年度に６７０万円を交付している。 

 

 ⑸ 収支の状況 

   シルバー人材センターの会計については、公益法人会計基準を採用して

おり、消費税処理は税込処理である。 

   収支状況は、第４表のとおりである。 



 

 

【第４表】

（単位：円）

うち市補助金 うち市補助金
１　経常収益 350,836,322 6,700,000 342,361,877 6,700,000 333,317,473

１　受託事業収益 334,097,657 0 326,278,521 0 317,174,651
①　受取配分金 288,914,813 286,194,028 277,935,612
②　受取材料費等 16,572,307 12,223,700 12,113,122
③　受取事務費 28,610,537 27,860,793 27,125,917

２　労働派遣事業等受託収益 811,381 281,749 379,138
３　受取会費 1,686,000 1,857,000 1,842,000
４　受取補助金等 13,400,000 6,700,000 13,400,000 6,700,000 13,400,000

①　受取連合交付金 6,700,000 6,700,000 6,700,000
②　市補助金 6,700,000 6,700,000 6,700,000 6,700,000 6,700,000

５　特定資産運用益 10 321 179
６　雑収益 841,274 544,286 521,505

１　経常費用 347,007,825 343,876,063 332,547,541
１　事業費 345,315,916 342,372,984 331,066,218

①　支払配分金 288,914,813 286,194,028 277,935,612
②　支払材料費 13,007,834 10,419,869 10,394,706
③　人件費 30,424,074 5,000,000 32,048,913 5,000,000 21,722,235
④　一般管理費 11,028,143 1,700,000 11,930,510 1,700,000 20,031,422
⑤　減価償却費 1,941,052 1,255,806 982,243
⑥　貸倒損失 0 523,858 0

２　管理費 1,691,909 1,503,079 1,481,323
①　人件費 977,261 699,678 390,162
②　役員等旅費交通費 135,000 158,000 267,000
③　一般管理費 579,648 645,401 824,161

２　経常外費用 1 1
１　固定資産除却損 1 1

3,828,496 － △ 1,514,187 － 769,932
40,432,841 － 41,947,028 － 41,177,096
44,261,337 － 40,432,841 － 41,947,028

収支計算書の推移

当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額

平成２７年度平成２８年度平成２９年度科目

収
入
の
部

支
出
の
部

 

 

６ 監査の結果 

シルバー人材センターの出納その他の事務については、おおむね適正に処

理されていると認められた。また、所管課における補助金の交付事務は、お

おむね適正に処理されていると認められた。 

なお、監査における個別の意見は次のとおりで、高齢者の就業機会の確保

を通じて、自立した運営と活力ある地域づくりの推進に寄与されることを期

待する。 

 ⑴ シルバー人材センターに関する事項 

ア シルバー人材センターの運営について 

    シルバー人材センターの運営については、理事長や事務局の努力によ

り、公共部門はもちろんのこと民間部門においても、多様な受託事業の

獲得に努力しているが、一方で会員が若干ではあるが減少傾向が続いて

いる。 

    シルバー人材センターの設立目的は、高齢者の就業機会の確保が掲げ

られているものの、一方で高齢者の生きがいの充実、社会参加の促進も

掲げられている。 

    １人でも多くの方に参加していただくよう、新規会員の確保に努めら



 

 

れるとともに、既存会員の稼働率の向上に努められたい。 

 

 ⑵ 所管課に関する事項 

  ア 補助金算定の基準について 

    監査対象の補助金は宇陀市シルバー人材センター運営補助要綱（平成

１８年宇陀市告示第４１号）に基づき交付されているが、具体的な補助

金の算定方法を規定しているものではない。市の補助金額は国の補助額

に準じ交付しているが、シルバー人材センターの運営に対する支援を考

えるなかで、市としての補助金算定の基準について検討されたい。 

 

  イ シルバー人材センターに対する指導監督及び支援について 

    シルバー人材センターは、高齢者の就業機会を確保することにとどま

らず、就業を通じて高齢者の生きがい対策、地域社会の活性化に寄与す

るという役割を果たしている。 

    シルバー人材センターがこうした役割を果たしていく上で、市からの

補助金がシルバー人材センターにとってより効果的なものとなるような

指導監督、また補助金に依存しない自立した運営の確立に向けた支援に

努められたい。 


